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　厚生労働省は、アレルギー疾患の適切な診療
を行う医療提供体制の素案をまとめた。診療所
のかかりつけ医や一般病院、都道府県の拠点病
院、全国の中止の拠点病院による連携協力を基
本方針と位置づける中で、患者の服薬状況や副
作用歴を把握する薬学的管理を実施する薬局の
積極的な関与も必要とし、薬局・薬剤師の役割
も明記した。アレルギー医療への関与に薬局・
薬剤師の役割が一つの項目として明記されるの
は異例で、新たな貢献への期待に応えられるか
どうか。全ては今後の取り組みにかかっている。
　医療体制の案では、アレルギー疾患の重症化
を予防するための適切な治療と管理に向け、多
くの軽症患者を診療するかかりつけ医、病態が
安定しない場合に紹介を受け関わる都道府県の
拠点病院、さらに国レベルで科学的知見の情報
提供や専門的な医療従事者の育成に関わる「中
心拠点病院」に国立成育医療研究センター、国
立病院機構相模原病院の２施設を位置づけた。
これら各機関が連携することにより、アレルギ
ー疾患の適切な治療と管理が行われる体制が重
要としている。
　その上で、アレルギー疾患の予防や治療につ

いて、薬剤師が患者の服薬状況を把握して薬学
的管理を行うなど、薬局の積極的な関与も必要
との記載が盛り込まれた。アレルギー医療の均
てん化を進める観点から、薬局・薬剤師の役割
を盛り込んだもので、一つの項目として薬剤師
の役割が明記されるのは異例。それだけ期待さ
れていることの裏返しともいえるが、国の医療
提供体制にしっかりと位置づけられる以上、こ
れまで以上に結果が求められそうだ。
　具体的な役割としては、アレルギー疾患にお
いて、かかりつけ薬局・薬剤師が患者に適切な
薬物療法を提供することが重要であり、医療機
関やかかりつけ医と連携しつつ、適切な情報提
供や服薬指導を行う必要性を強調。薬学的専門
性の観点から、服薬情報やアレルギー歴などの
副作用情報について、処方医へフィードバック
することも求めている。
　各都道府県に１～２カ所設置する拠点病院に
は、内科、耳鼻科、皮膚科などの学会専門医が
常勤することを求め、日本アレルギー学会のア
レルギー専門医の常勤に加え、アレルギー疾患
の専門知識を持つ薬剤師などの配置が望ましい
とした。

　厚生労働省の検討会は、偽造薬の流通防止に
向けた施策を中間的にまとめた。医薬品卸や薬
局が医薬品を仕入れる場合には、取引先の身元
や販売許可などの確認を厳格に行うことや、医
薬品を開封して販売したり、授け渡す場合、開
封した業者や薬局名、その住所などを表示する
ことも求めることになる。厚労省は、今夏をメ
ドに省令改正など必要な措置を行う。
　従来あいまいだった医薬品の取引に関するル
ールを明確にすることにより、ルールから逸脱
した卸や薬局に対し、適切な指導を行えるよう
にする。Ｃ型肝炎治療薬「ハーボニー」の偽造

品流通問題では、法令上定められている氏名や
品名、数量は記録されていたものの、偽造品を
持ち込んだ人の氏名は偽名だったため、取引相
手の適格性の確認や譲受記録の徹底を求める。
　取引相手の氏名、品名、数量、年月日といっ
た従来の項目に加え、相手の住所やロット番号、
使用期限を新たに書面に記載し、保存すること
とし、医薬品の譲渡人、授受人の身元確認をど
のような手段で行ったかについても記録に残す
よう求める。
　ハーボニー偽造品問題では、医薬品が開封済
みのボトル単位で流通したことを踏まえ、卸や

薬局で医薬品の封を開けた者の氏名や住所等を
新たに表示することとした。また、品質に疑念
のある医薬品を発見した場合の対応を業務手順
書に明記することも求める。医薬品を保管する
区域への立ち入りも制限する。医薬品は明確に
識別された状態で隔離された区域に保管し、医
薬品の保管区域への立ち入りは、権限を与えら
れた職員のみに限定することとした。
　医薬品の転売ルートを断ち切るため、患者に
販売包装単位で調剤を行う場合の規定も設け
た。販売、授与された薬が再度流通することが
ないよう外見から調剤済みと分かるような措置
を検討し、徹底することも求める。
　さらに、破棄する医薬品の記録を徹底するこ
と、管理薬剤師の責務として偽造品対策の仕入
先、販売先の確認、返品された医薬品の最終処
分の判断などを位置づけることも明確化した。

　政府は９日、膨らむ社会保障費の歳出改
革などを盛り込んだ2017年の「経済財政
運営と改革の基本方針」（骨太の方針）を
閣議決定した。方針には薬剤師に関連する
政策も多数盛り込まれ、保険薬局の収入に
直結する調剤報酬について、薬の調製など
対物業務の評価を引き下げる一方、在宅訪
問や残薬解消など対人業務を重視した評価
の検討を明記。かかりつけ薬剤師・薬局や
健康サポート薬局の機能を果たす取り組
み、リフィル処方の推進方針も明記した。
薬価制度の抜本改革に向けては、新薬創出
加算の対象を革新性のある薬に絞るほか、
類似薬と比べて画期性の低い「改良新薬」
の薬価をより下がる仕組みにする方針を明
記した。

　骨太方針では、薬剤師関連の政策として、
患者本位の医薬分業の実現に向け、かかり
つけ薬剤師・薬局が服薬情報の一元的・継
続的な把握などの機能を果たす取り組みを
進め、薬局で活用できる電子版お薬手帳な
どＩＣＴによる情報共有を推進する方針を
示した。
　薬局の収入に直結する調剤報酬について
も言及。薬の調製などの対物業務に関する
評価を引き下げると共に、在宅訪問や残薬
解消などの対人業務を重視した評価につい
て、薬局の機能分化のあり方を含め検討す
るとした。
　また、敷地内薬局や門前薬局など、様々
な形態の保険薬局が実際に果たしている機
能を精査し、それに応じた評価をさらに進
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